河内長野市コミュニティ活動事業助成制度

＜趣旨＞

地域住民の連帯意識の向上と住み良いまちづくりの促進を図るため、総合的な活動を行う複数の自治会・町会等で構成され、おおむね小学校区規模で活動するコミュニティ組織に対し、コミュニティ活動に必要な経費を助成します。
＜助成対象＞

　おおむね小学校区規模で組織するコミュニティ組織
＜助成事業＞

　研修会、スポーツ・文化・レクリエーション等の活動、その他事業等

＜助成額＞　

　事業実施に必要な経費の１０分の１０（限度額１８万円）

＜助成対象事業例＞

	広報活動
	広報紙の発行　など

	福祉活動
	配食サービス、送迎サービス、敬老会　など

	防災・防犯活動
	防災訓練、防犯パトロール、防犯勉強会、防犯講演会　など

	環境保全活動
	緑化活動、地域一斉清掃　など

	青少年健全育成活動
	世代間スポーツ大会、映画会　など

	地域交流活動
	夏まつり、盆踊り大会、もちつき大会　など

	その他
	各種会議、視察研修会　など


※助成対象外となるもの

　政治活動、宗教活動及び営利活動として行う事業

　市などから補助又は委託を受けて行う事業　
　飲食にかかる経費（会議の飲み物代、研修会の食事代など）

　参加賞に類するもの（全員に配布するものなど）

　特定のメンバーを対象にした事業（サークル活動の備品購入など）

　その他コミュニティ活動に利用しないものの経費
自治会デジタル化推進事業補助金交付要綱第５条に規定する補助対象経費　　など

